
安平町国民健康保険と後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
　新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われたことにより会社等を休み、給与等の全部また
は一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。

住まいの再建相談会を開催します
　住まいの再建についてのご相談に専門機関が個別ブースにて無料でお答えします。これまで３回の住まい
の再建相談会を開催し、31世帯56件の相談がありました。初めての方もお気軽にお越しください。
※新型コロナウイルスの状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。
　融資について（住宅金融支援機構）
　　免許証・年収のわかる書類があるとお話しがスムーズに進みます。
　建築について（北海道建築士会・北海道建築士事務所協会）
　町の支援制度について（安平町）
　　日　時　６月16日㈫　14時～20時（最終受付19時30分）
　　場　所　安平町保健センター１階
　　その他　予約不要（優先してお受けする事前予約も可能）
　　問合せ　総務課復興・生活再建支援室　☎ ㉒ 2511

対 象 者　以下の要件を全て満たす方
　　　　　①安平町国民健康保険の被保険者または北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者
　　　　　②給与等の支払いを受けている方
　　　　　③ 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われたことにより労務に服することがで

きなくなった日から起算して３日を経過した日から、労務に服することができない期間に給与
等の全部または一部を受けることができない方

支 給 額　直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数×２／３
×労務に服することができなかった日数（待機３日間を除く）

適用期間　１月１日から９月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
申請方法　 申請には支給申請書のほか、事業主の証明書、医師の意見書が必要となりますので、申請の際に

は事前にお電話でご相談いただきますようお願いします。
問 合 せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎ ㉙ 7072

2020年国勢調査調査員を募集しています！
　2020年10月に、日本国内に住むすべての人と世帯が対象となる国勢調査が行われます。調査員募集期間
終了も迫ってきておりますので、お力を貸していただける方がいましたら下記までお問い合わせください。
従事期間（予定）　８月下旬～10月下旬
調査員の主な仕事の内容（予定）　	説明会への出席、担当調査区の確認、調査票等の配布、調査票の回収

（オンライン回答の場合不要）、調査書類の点検と提出
報酬（予定）　１調査区（約40～70世帯）：約40,000円　  ２調査区（約80～140世帯）：約75,000円
問合せ　総務課情報グループ　☎ ㉒ 2511

安平町防災計画の修正に関するパブリック・コメント募集結果について
　安平町防災計画の修正について、２月５日～３月６日にかけてパブリック・コメントを実施した結果、ご
意見はありませんでした。
問合せ　総務課情報グループ　☎ ㉒ 2511
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